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(57)【要約】
　本開示は、光方向転換構成体のいくつかの実施形態を
目的とするものであり、この光方向転換構成体は、第１
のグレージング基材と、少なくとも１つの微細構造表面
を備えた光方向転換フィルムと、第２のグレージング基
材と、光方向転換フィルム及び第２のグレージング基材
の両方に第１のグレージング基材を結合する第１の中間
層と、を備えており、この光方向転換フィルムは第１の
中間層の面積よりも小さい面積を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光方向転換構成体であって、
　・第１のグレージング基材と、
　・少なくとも１つの微細構造表面を備えた光方向転換フィルムと、
　・第２のグレージング基材と、
　・前記光方向転換フィルムと前記第２のグレージング基材との両方に対して、前記第１
のグレージング基材に隣接した第１の中間層と、を備え、
　前記光方向転換フィルムが前記第１の中間層の面積よりも小さい面積を有する、光方向
転換構成体。
【請求項２】
　前記光方向転換構成体が積層体である、請求項０に記載の光方向転換構成体。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの微細構造表面を有する前記光方向転換フィルムの面が前記第２の
グレージング基材に面するように前記光方向転換フィルムが前記光方向転換構成体に配置
される、請求項１～２のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項４】
　前記光方向転換フィルムは、前記少なくとも１つの微細構造表面を有する前記光方向転
換フィルムの面が前記第２のグレージング基材に面するように前記光方向転換構成体に配
置され、
　かつ前記光方向転換構成体が、前記光方向転換フィルムと前記第２のグレージング基材
との間に位置づけられた光学フィルムを更に備えている、請求項１～３のいずれか一項に
記載の光方向転換構成体。
【請求項５】
　前記光方向転換フィルムは、前記少なくとも１つの微細構造表面を有する前記光方向転
換フィルムの面が前記第２のグレージング基材に面するように前記光方向転換構成体に配
置され、前記少なくとも１つの微細構造表面及び前記第２のグレージング基材によって画
定される体積内にエアロゲルを更に備えている、請求項１～４のいずれか一項に記載の光
方向転換構成体。
【請求項６】
　拡散フィルムを更に備えている、請求項１～５のいずれか一項に記載の光方向転換構成
体。
【請求項７】
　第２の中間層によって第２のグレージング基材に結合された第３のグレージング基材を
更に備えている、請求項１～６のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項８】
　第３のグレージング基材を更に備えている光方向転換構成体であって、前記第３のグレ
ージング基材が、前記第２のグレージング基材に結合していなく、かつ前記第２のグレー
ジング基材から距離Ｌ１に位置している、請求項１～７のいずれか一項に記載の光方向転
換構成体。
【請求項９】
　安全フィルムを更に備えている、請求項１～８のいずれか一項に記載の光方向転換構成
体。
【請求項１０】
　安全フィルムを更に備えている光方向転換構成体であって、前記安全フィルムが、前記
第２のグレージング基材に隣接しているか、又は、存在している場合は、第３のグレージ
ング基材に隣接している、請求項１～９のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項１１】
　前記第１の中間層、又は存在している場合は第２の中間層、の少なくとも１つが、ポリ
ビニルブチレート（ＰＶＢ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、及びＳｅｎｔｒｙ
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Ｇｌａｓ（登録商標）Ｐｌｕｓ（ＳＧＰ）から選択される少なくとも１つの構成成分を含
んでいる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項１２】
　前記第１の中間層、又は存在している場合は第２の中間層、の少なくとも１つが、紫外
線遮断剤を含んでいる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項１３】
　前記第１の中間層、又は存在している場合は第２の中間層、の少なくとも１つが、クリ
アな中間層及び拡散中間層から選択される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の光方
向転換構成体。
【請求項１４】
　前記第１の中間層、又は存在している場合は第２の中間層、の少なくとも１つが、９０
％未満の可視光透過率を有する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の光方向転換構成
体。
【請求項１５】
　前記光方向転換フィルムの面積が、最終的な積層型光方向転換構成体において前記第１
の中間層によって覆われている面積の９８％である、請求項１～１４のいずれか一項に記
載の光方向転換構成体。
【請求項１６】
　前記光方向転換フィルムの面積が、最終的な積層型光方向転換構成体において前記第１
の中間層によって覆われている面積の９５％である、請求項１～１５のいずれか一項に記
載の光方向転換構成体。
【請求項１７】
　前記光方向転換フィルムの面積が、最終的な積層型光方向転換構成体において前記第１
の中間層によって覆われている面積の９０％である、請求項１～１６のいずれか一項に記
載の光方向転換構成体。
【請求項１８】
　前記光方向転換フィルムの面積が、最終的な積層型光方向転換構成体において前記第１
の中間層によって覆われている面積の８０％である、請求項１～１７のいずれか一項に記
載の光方向転換構成体。
【請求項１９】
　前記中間層が、前記光方向転換フィルムの面積の１０％以下と接触している、請求項１
～１８のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２０】
　前記中間層が、前記光方向転換フィルムの所与の百分率の面積と接触しており、かつ前
記百分率が、２０％以下、３０％以下、４０％以下、５０％以下、６０％以下、７０％以
下、８０％以下、９０％以下、及び９５％以下の中から選択される、請求項１～１９のい
ずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２１】
　前記光方向転換フィルムが、
　・第１の光学フィルムであって、第１の主表面と、前記第１の主表面の反対側の第２の
主表面とを有する第１の光学フィルムにおいて、前記第１の主表面が、非対称構造物を含
む微細構造化表面を備えている、第１の光学フィルムと、
　・第２の光学フィルムであって、第１の主表面及び前記第１の主表面と反対側の第２の
主表面を有し、前記第２の主表面が前記第１の光学フィルムの第１の主要構造化表面の前
記構造の実質的に全部と隣接するように配置されてこれらと接触し結合される、第２の光
学フィルムとを含む、光方向転換フィルムであって、前記第１の光学フィルムの前記第１
の主表面及び前記第２の光学フィルムの前記第２の主表面は、前記第１の主表面の前記構
造が一部を占める密閉容積を画定し、前記構造は画定される合計容積の２０～８０％を占
める、請求項１～２０のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２２】
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　前記第１のグレージング基材が第１の主表面と第２の主表面とを有し、前記光方向転換
フィルムは、
　・前記第１のグレージング基材の前記第１の主表面上に配置された前記第１の太陽光方
向転換層であって、複数のプリズム構造を形成する微細構造化表面を含む、第１の太陽光
方向転換層と、
　・前記第１のグレージング基材の前記第２の主表面の上に配設された第２の太陽光方向
転換層であって、複数のプリズム構造物を形成する微細構造化表面を含む、第２の太陽光
方向転換層と、
　を備え、前記第１又は第２の微細構造化表面の少なくとも１つが複数の非対称屈折プリ
ズムの秩序配列を含み、よって第１の太陽光方向転換層と第２の太陽光方向転換層は同一
の像若しくは鏡像でない、請求項１～２１のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２３】
　前記第１のグレージング基材が第１の主表面と第２の主表面とを有し、前記光方向転換
フィルムは、
　・前記第１のグレージング基材の前記第１の主表面又は前記第２の主表面のいずれかの
上に配設された第１の太陽光方向転換層であって、複数のプリズム構造物を形成する主表
面を含む、第１の太陽光方向転換層と、
　・第１の主表面及び第２の主表面を有する第４のグレージング基材と、
　・前記第２のグレージング基材の前記第１の主表面又は前記第２の主表面の上に配設さ
れた第２の太陽光方向転換層であって、複数のプリズム構造物を形成する主表面を含む、
第２の太陽光方向転換層と、を備えており、
　第１又は第２の微細構造化表面の少なくとも１つが、複数の非対称屈折プリズムの秩序
配列を含み、よって第１の太陽光方向転換層及び第２の太陽光方向転換層は同一の像又は
鏡像ではない、請求項１～２２のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２４】
　前記光方向転換フィルムが、
　・第１の主表面及び前記第１の主表面と反対側の第２の主表面を有する光学基材と、
　・前記光学基材の前記第１の主表面上に配設された第１の太陽光方向転換層であって、
複数の多面屈折プリズムを含む第１の微細構造化表面を含む、第１の太陽光方向転換層と
、
　・前記光学基材の前記第２主表面上に配設された第２の太陽光方向転換層であって、複
数の多面屈折プリズムを含む第２の微細構造化表面を含む、第２の太陽光方向転換層と、
を備えており、
　前記第１又は第２の微細構造化表面の少なくとも１つが、複数の非対称屈折プリズムの
秩序配列を含み、よって第１の太陽光方向転換層及び第２の太陽光方向転換層は同一の像
又は鏡像ではない、請求項１～２３のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２５】
　前記光方向転換フィルムが、
　・前記第１のグレージング基材に配設された可視光拡散層と、
　・前記可視光拡散層に隣接する光方向転換層であって、複数のプリズム構造物を形成す
る主表面を含む光方向転換層と、を備え、前記可視光拡散層及び光方向転換層は、入射す
る太陽光が前記光方向転換層に接触する前に前記可視光拡散層に接触するように配向され
る、請求項１～２４のいずれか一項に記載の光方向転換構成体。
【請求項２６】
　前記光方向転換フィルムが、
　・パターンを有する可視光拡散層と、
　・前記可視光拡散層に隣接する光方向転換層であって、複数のプリズム構造物を形成す
る主表面を含む光方向転換層と、を備えている、請求項１～２５のいずれか一項に記載の
光方向転換構成体。
【請求項２７】
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　前記光方向転換フィルムが、ＰＣＴ公開番号、ＷＯ２０１１／０８４３９１号、ＷＯ２
０１２／１３４７８７、ＷＯ２０１３／０１２８６５号、及びＷＯ２０１３／０１２８５
８号に開示されている光方向転換フィルムから選択される、請求項１～２６のいずれか一
項に記載の光方向転換構成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれる２０１３年５月３１日に出願された米国
特許仮出願第６１／８３０，０４８号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般的に光管理構成体、特に、光方向転換構成体、例えば太陽光方向転換層
及びグレージングユニットを備えた構成体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　建物内におけるエネルギー消費を低減するために、様々な手法が使用される。建物内に
照明を提供するために、とりわけ、太陽光のより効率的な使用が検討及び適用されている
。オフィスなどの建物の内部に光を供給するための１つの技術は、入射する太陽光の方向
転換である。太陽光は下向きの角度で窓から入るため、この光の多くは、部屋の照明にと
って有用ではない。しかしながら、下方向に入射する光線が上方に方向変換され得、それ
によってこれらが天井に当たれば、光はより有用に部屋の照明に使用され得る。
【０００４】
　一般に、従来の安全グレージングは、典型的にガラスである２つの堅い層と、例えば可
塑化ポリビニルブチラール（「ＰＶＢ」）などである亀裂防止機械的エネルギー吸収中間
層と、の積層体で形成されている。典型的には、グレージングは、ＰＶＢ層をガラスシー
ト間に配置し、係合表面から空気を取り除き、次に組立体をオートクレーブ内で昇温昇圧
下、ＰＶＢとガラスとを融着させて光学的にクリアな構造物にすることによって調製され
る。次いで、そのグレージングを建物に、又は自動車の窓、フロントガラス、若しくは後
部ガラスに使用することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　太陽光を方向転換して室内に照明を提供するために微細構造化フィルムが使用される。
典型的には、微細構造化フィルムは感圧性接着剤を用いてガラス基材に接着される。微細
構造化フィルムは、その構造化表面が曝露された状態でガラスに接着されると、使用中に
機械的損傷を被りやすい。引っ掻き傷ないしは何らかの損傷を被ると微細構造化フィルム
の光学特性が変化する場合がある。本開示は、光方向転換特性を維持する、グレージング
ペインの間に積層された微細構造化フィルム、及びかかる微細構造化フィルムの調製方法
を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本開示の典型的な実施形態を示す。これらの実施形態において、ＤＲＦは日光方
向転換フィルムの略語であり、「クリアガラス」基材は、必ずしもガラス製でない任意の
他のグレージングペインと置換されてよい。
【図２】本開示の実施形態の断面図を示す。
【図３】クリアガラスと微細構造化フィルムとの間の包囲された空間がエアロゲルで充填
された本開示の実施形態を示す。「クリアガラス」が本願において示されているこれらの
実施形態及び任意の他の実施形態において、「クリアガラス」基材は必ずしもガラス製で
ない任意の他のグレージングペインと置換されてよい。
【図４】この実施形態では、図中の例で「クリアガラス」として描かれているグレージン
グ基材の１つに拡散フィルムが積層される。
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【図５】この実施形態では、ＰＶＢフィルムのような第２の中間層が第２のグレージング
基材に適用され、第３のグレージング基材が第２の中間層（例えばＰＶＢフィルム）の上
に配置される。この構成体を、次いで、オートクレーブにおいて処理することができる。
安全グレージング積層体が得られる。
【図６】この実施形態では、第１の積層体が調製された後に、第２のグレージング基材に
飛散防止性フィルムが適用される。これは、ガラスの破壊が生じた場合に構造物がガラス
の破片を保持することを可能にする。　別の実施形態では、第２のグレージング基材が拡
散表面又はテクスチャ表面を有する。
【図７】この実施形態では、微細構造化フィルムは中間層よりも小さい面積を有し、中間
層が微細構造化フィルムを完全に囲んでいる。他の実施形態では、中間層は、例えば水平
方向寸法など一次元においてのみ微細構造化フィルムよりも長い場合がある。他の実施形
態では、中間層は垂直方向寸法において微細構造化フィルムよりも長い場合がある。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　光学活性構造物を保護するために微細構造化フィルムにフィルムを積層することができ
る。しかしながら、このプロセスはフィルムの光学特性を変化させる場合があり、比較的
望ましくないものである。更には、構造物の上面にフィルムが実質的に結合されていない
と、保護フィルムが繰り返し熱周期に曝されたときに影響を受ける場合がある。
【０００８】
　驚くべきことに、本開示の光方向変換構成体は、積層条件に伴う昇圧及び昇温にフィル
ムが曝されてもなお微細構造化フィルムの光方向変換特性を保持することが見出された。
【０００９】
　本開示は、光方向転換微細構造がグレージング構造物によって保護された、機械的に安
定な日光方向転換ウィンドウシステムの生産を可能にする。
【００１０】
　光方向転換グレージング構成体が本明細書において開示される。いくつかの実施形態で
は、光方向転換グレージング構成体は太陽光方向転換構成体を目的とする。いくつかの実
施形態では、太陽光方向転換構成体は、第１のグレージング基材と、少なくとも１つの微
細構造表面を備えた光方向転換フィルムと、第２のグレージング基材と、光方向転換フィ
ルムと第２のグレージング基材との両方に第１のグレージング基材を結合する第１の中間
層と、を備えており、この光方向転換フィルムは第１の中間層の面積より小さい面積を有
する。
【００１１】
　本開示の一態様では、グレージング積層体が提供される。一実施形態では、グレージン
グ積層体は、少なくとも２つのグレージング基材と、２つのグレージング積層体を結合す
る少なくとも１つの中間層と、グレージング基材の１つと中間層とに隣接する微細構造化
光学フィルムとを備えている。微細構造化フィルムはそれぞれのグレージング基材の面積
よりも小さい面積の上に配設され、このことはまた、この微細構造化フィルムが中間層の
面積よりも小さい面積を有することを意味する。本開示の２つの実施形態の概略図を示す
図１を参照されたい。
【００１２】
　一実施形態では、グレージング基材と微細構造化フィルムとの間の密閉された空間がエ
アロゲルで充填される。
【００１３】
　本開示の別の態様では、少なくとも２つのグレージングペインを備える断熱グレージン
グユニットが提供され、それらのグレージングペインの一方は、光学微細構造化フィルム
を備えた積層体を備える。
【００１４】
　積層されたグレージングを提供するには、２つ以上のグレージング基材を結合するため
に中間層が典型的に使用される（米国特許第７，１８，４５７号を参照）。ポリビニルブ
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チレート（ＰＶＢ）又はエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）を含む中間層を使用して、
２つ以上のガラス層を結合することができ、ここで、ＰＶＢ又はＥＶＡはガラスの表面全
体と接触している。例えば図１で説明した実施形態など本開示の実施形態には任意の中間
層を使用することができるが、その中間層は、微細構造化光学フィルム及び第２のグレー
ジング基材の両方に第１のグレージング基材を結合することができるものでなくてはなら
ない。他の実施形態では、所望により第２の中間層を使用して第３のグレージング基材を
第２のグレージング基材に結合してもよい。他の実施形態において、中間層はクリア又は
拡散性であり得る。
【００１５】
　本開示の実施形態に使用できる微細構造化フィルムのとしては、入射太陽光を天井に向
けて方向転換するために使用される微細構造が含まれ、例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ－２
０１１／０８４３９１号、ＷＯ－２０１２／１３４７８７号、ＷＯ－２０１３／０１２８
６５号、ＷＯ－２０１３／０１２８５８号に記載されているものなどであり、これらの出
版物の各々の開示は、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。米国特許第８
，１０７，１６４号の微細構造化フィルムもまた、本開示のいくつかの実施形態で使用さ
れ得る。
【００１６】
　本明細書で使用するとき、用語「隣接する」は、それが２つの層を指すときには、それ
ら２層が互いの間に介在する開いた空間を持たずに互いに近接していることを意味する。
それらは互いに直接接触している場合もあり（例えばラミネートされている）、介在層が
ある場合もある。層１と層２が隣接するように基材に配設された２層の例としては、次に
挙げる構成が含まれる。基材／層１／層２、及び層１／基材／層２。
【００１７】
　用語「光学基材」とは、本明細書において使用するとき、少なくとも光学的に透明であ
り、光学的に透明であり得、かつまた追加的な光学的効果を生じ得る基材を指す。光学基
材の例としては、光学フィルム及びグレージング基材、例えば、ガラスプレートが挙げら
れる。
【００１８】
　グレージング基材及び例えば光学フィルムのようなフィルムなどの基材に関して本明細
書で使用するとき、用語「光拡散」は光を拡散するように設計されている基材又はフィル
ムを指す。この光拡散は、例えば、テクスチャード基材の表面の使用によって又はフィル
ムのマトリックス内への光拡散粒子の組み込みなどの他の手段によって行うことが可能で
ある。全ての光学物品は、ある程度光を拡散するものであると考えられるが、光学的に透
明又は光学的にクリアな基材及びフィルムは、これらの基材又はフィルムにある程度の光
拡散性が付与されない限りは「光拡散性」とみなされない。
【００１９】
　用語「光学フィルム」とは、本明細書において使用するとき、少なくとも光学的に透明
であり、光学的に透明であり得、かつまた追加的な光学的効果を生じ得るフィルムを指す
。追加的な光学的効果の例としては、例えば、光拡散、偏光又は一定の波長の光の反射を
含む。
【００２０】
　用語「光学的に透明である」とは、本明細書で使用するとき、人間の裸眼で透明に見え
るフィルム又は構成体を指す。用語「光学的にクリア」とは、本明細書において使用され
るとき、可視光スペクトルの少なくとも一部（約４００～約７００ナノメートル）にわた
って高い光透過を有し、低いヘイズを呈するフィルム又は物品を指す。光学的にクリアな
材料は、多くの場合、４００～７００ナノメートルの波長帯において、少なくとも９０％
の視感透過率及び２％未満のヘイズを有する。視感透過率及びヘイズは両方とも、例えば
、ＡＳＴＭ－Ｄ　１００３－９５の方法を用いて決定することができる。
【００２１】
　複数の構造を記載するために本明細書において使用される用語「順序付けられた配列」
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とは、規則的な反復パターンの構造を指す。
【００２２】
　用語「点」「面」及び「交点」は、本明細書において使用されるとき、これらの典型的
な形状的意味を有する。
【００２３】
　用語「アスペクト比」とは、基材に取り付けられた構造を指して本明細書において使用
されるとき、基材の上の構造の最大高さの、基材又はその部分に取り付けられる構造の基
部に対する比率を指す。
【００２４】
　本明細書で使用されるとき、用語「接着剤」とは、２つの被着体を一緒に接着するのに
有用なポリマー組成物を指す。接着剤の例は、硬化性接着剤、熱活性化接着剤、及び感圧
接着剤である。
【００２５】
　硬化性接着剤は、硬化して接着結合を形成する硬化性反応混合物を含有する接着剤であ
る。熱活性化接着剤（熱の適用により取り外しが可能である）及び感圧接着剤と異なり、
硬化性接着剤は硬化後、概して取り外すことが可能でなく、２つの被着体間に永久結合を
形成することを目的としている。
【００２６】
　熱活性化接着剤は、室温で非粘着性であるが、高温で粘着性になり、基材に結合できる
ようになる。これらの接着剤は通常、室温より高いガラス転移温度（Ｔｇ）又は融点（Ｔ
ｍ）を有する。温度がＴｇ又はＴｍよりも高くなるとき、貯蔵弾性率は通常低下し、接着
剤は粘着性になる。
【００２７】
　感圧性接着組成物は、室温で、次の特性を所有することが普通の当業者には周知である
：（１）強力かつ恒久的な粘着性、（２）指圧を超えない圧力で接着、（３）被着体上に
付着することができる十分な性能、（４）被着体からきれいに除去することができる十分
な凝集強度。感圧性接着剤として十分に機能することがわかっている材料は、粘着力、剥
離接着力、及び剪断保持力の望ましいバランスをもたらすのに必要な粘弾性特性を示すよ
う設計及び処方されたポリマーである。異なる性質の適切なバランスを得ることは単純な
プロセスではない。
【００２８】
　本明細書で使用するとき、用語「微細構造」は、特徴部位の少なくとも２つの次元が微
視的である機構の構成を意味する。したがって、機構の局所図及び／又は断面図は、微視
的でなくてはならない。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、用語「微視的」は、その形を決定するために任意の視野面か
ら見たときに光学的補助を裸眼に必要とする程度まで十分に小さい寸法の特徴を指す。１
つの基準はＷ．Ｊ．Ｓｍｉｔｈの「Ｍｏｄｅｒｎ　Ｏｐｔｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
」（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ、１９６６、１０４～１０５ページ）に見出され、それによ
ると、視力は、「認識可能な最小文字の角サイズによって定義され、測定される」。正常
視力は、認識可能な最小文字が網膜上に５分の円弧の高低角となる場合であると考えられ
る。２５０ｍｍ（１０インチ）の代表的な作動距離において、これは、この対象に対して
０．３６ｍｍ（０．０１４５インチ）の横寸法をもたらす。
【００３０】
　他の実施形態では、追加層が本開示の光方向転換構成体に存在する場合がある。使用で
きる好適な追加層の例としては、例えば、低放射率（Ｌｏｗ－ｅ）層、赤外光拒絶層、及
び色層又は着色層が挙げられる。Ｌｏｗ－ｅ層の例には、中～遠赤外線エネルギーを反射
するＬｏｗ－ｅコーティングがある。Ｌｏｗ－ｅコーティングには一般に次の２つのタイ
プがある。ガラスの製造中に熱分解Ｌｏｗ－ｅコーティングが適用される、一般に「ハー
ドコート」と呼ばれるタイプと、ガラス板を製造した後にＬｏｗ－ｅコーティングが真空
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プロセスにおいて適用される、一般に「ソフトコート」と呼ばれるタイプ。Ｌｏｗ－ｅコ
ーティングは、例えばグレージング基材上に使用された場合、追加的なコーティング又は
層が配置されるグレージング表面上には概して存在しない。例えば、グレージング基材が
Ｌｏｗ－ｅコーティングを有する場合、可視光拡散層及び／又は光方向転換層はそのＬｏ
ｗ－ｅコーティング表面に付着しない。
【００３１】
　赤外光拒絶層の例としては、広範囲の可能な層が含まれる。赤外光は赤外光の反射によ
って、赤外光の吸収によって、又はそれらの組み合わせによって拒絶され得る。可視光の
透過を可能にする一方で赤外光を反射するために様々な多層フィルムが開発されてきた。
そのような多層フィルムの例としては、米国特許第４，７９９，７４５号及び同第６，０
０７，９０１号に記載されているようなＦａｂｒｙ－Ｐｅｒｏｔ干渉フィルターが挙げら
れる。その他の例には、例えば、米国特許第３，６１０，７２４号（Ｒｏｇｅｒｓ）、米
国特許第３，７１１，１７６号（Ａｌｆｒｅｙ，Ｊｒら）、米国特許第４，４４６，３０
５号（Ｒｏｇｅｒｓら）、米国特許第４，５４０，６２３号（Ｉｍら）、米国特許第５，
４４８，４０４号（Ｓｃｈｒｅｎｋら）、米国特許第５，８８２，７７４号（Ｊｏｎｚａ
ら）、米国特許第６，０４５，８９４号（Ｊｏｎｚａら）、米国特許第６，５３１，２３
０号（Ｗｅｂｅｒら）、ＰＣＴ公開番号、第ＷＯ　９９／３９２２４号（Ｏｕｄｅｒｋｉ
ｒｋら）、及び米国公開特許第２００１／００２２９８２号（Ｎｅａｖｉｎら）、並びに
同第２００６／０１５４０４９号（Ｐａｄｉｙａｔｈら）に記載される多層ポリマー光学
フィルムである。このようなポリマー多層光学フィルムでは、個々の層の構成にポリマー
材を優勢的に又は独占的に使用する。このようなフィルムは、大量製造プロセスに対応す
ることができると共に、大型のシート及びロール商品として作製してもよい。
【００３２】
　赤外光は、赤外光反射層の代わりに、又はそれと併用して、赤外線吸収層を使用するこ
とによってもまた拒絶することができる。そのような赤外光吸収層の例は、硬化したポリ
マーバインダー内に分散された赤外線吸収性ナノ粒子を含む層である。いくつかの実施形
態では、この赤外光吸収層は、１～２０マイクロメートル、又は１～１０マイクロメート
ル、又は１～５マイクロメートルの範囲の厚さを有する。この赤外光吸収層は、複数の金
属酸化物ナノ粒子を含むことができる。金属酸化物ナノ粒子の一部を列挙すると、スズ、
アンチモン、インジウム、並びに、亜鉛の酸化物、及びドープされた酸化物が挙げられる
。いくつかの実施形態では、金属酸化物ナノ粒子としては、酸化スズ、酸化アンチモン、
酸化インジウム、インジウムをドープした酸化スズ、アンチモンをドープしたインジウム
スズ酸化物、アンチモンスズ酸化物、アンチモンをドープした酸化スズ、又は、これらの
混合物が挙げられる。いくつかの実施形態では、金属酸化物ナノ粒子としては、酸化スズ
又はドープされた酸化スズが挙げられ、場合によっては、更に酸化アンチモン及び／又は
酸化インジウムが挙げられる。ポリマーバインダー層は、ポリマーバインダー層全体に分
散させた赤外放射吸収ナノ粒子を含む。赤外線吸収ナノ粒子は、優先的に赤外線を吸収す
る任意の材料を含んでよい。好適な材料の例としては、スズ、アンチモン、インジウム及
び酸化亜鉛及びドープされた酸化物のような、金属酸化物が挙げられる。場合によっては
、金属酸化物ナノ粒子としては、酸化スズ、酸化アンチモン、酸化インジウム、インジウ
ムをドープした酸化スズ、アンチモンをドープしたインジウムスズ酸化物、アンチモンス
ズ酸化物、アンチモンをドープした酸化スズ、又はこれらの混合物が挙げられる。いくつ
かの実施形態では、金属酸化物ナノ粒子としては、酸化アンチモン（ＡＴＯ）及び／又は
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）が挙げられる。場合によっては、赤外放射吸収ナノ粒子
は、六ほう化ランタン、すなわちＬａＢ６を含んでもよいし、これらから形成してもよい
。
【００３３】
　任意の追加層は、色層又は着色層もまた含むことができる。これらをグレージング基材
又は他の層に適用することができる。これらの層はフィルム層又はコーティングであり得
る。
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【００３４】
　多種多様なグレージング基材が、本開示の構成体に適している。いくつかの実施形態で
は、２つのグレージング基材が存在し、別の実施形態では、複数のグレージング基材が存
在する。
【００３５】
　好適なグレージング基材は少なくとも光学的に透明であり、光学的にクリアであり得る
。好適な基材の例としては、例えば、窓が挙げられる。窓は、様々なガラスなどの、様々
な異なる種類のグレージング基材から、又はポリカーボネート若しくはポリメチルメタク
リレートなどの高分子材料から作製され得る。いくつかの実施形態において、窓はまた、
追加の層又は処理を含み得る。追加的な層の例としては、例えば、着色性、飛散防止性な
どを提供するように設計されたフィルムの追加的な層が挙げられる。窓の、存在し得る追
加処理としては、例えば、ハードコートなどの様々な種類のコーティング、及び修飾的エ
ッチングなどのエッチングが挙げられる。
【００３６】
　多くの実施形態で、本開示の構造物は任意で光拡散層を含んでよく、この拡散層は可視
光のバルク拡散を提供することができる光拡散フィルム又はコーティングを含む場合があ
る。これらの光拡散フィルム又はコーティングは、光の拡散のほかにも追加的な機能を備
えることができる。例えば、コーティングは、掻き傷、傷又は汚れに対する抵抗を提供す
るハードコートであってもよく、若しくは接着特性を有してもよい。フィルムは、赤外光
反射のような光制御特性又は例えば飛散防止性のような物理的特性を提供することができ
る。
【００３７】
　典型的には、これらのフィルム又はコーティングは、硬化したバインダーマトリックス
内に分散した光散乱粒子を含む。光散乱粒子及びバインダーは屈折率が異なる。多くの実
施形態において、光散乱粒子は第１の屈折率を有し、バインダーは第２の屈折率を有し、
第２の屈折率は、少なくとも０．０５の値だけ第１の屈折率と異なっている。一部の実施
形態では、光散乱粒子は第１の屈折率を有し、バインダーは第２の屈折率を有し、第２の
屈折率は、少なくとも０．１の値だけ第１の屈折率と異なっている。光拡散層は、少なく
とも１０％以上、又は少なくとも３０％以上、又は少なくとも５０％以上のヘイズ値をハ
イブリッド構成体にもたらす。光拡散層の光学特性を測定するために使用することができ
る別の特性は、クラリティである。典型的には、クラリティは１０～９９％の範囲内であ
る。クラリティは光の散乱の測定値でもあり、したがって、比較的高いヘイズを有する層
では、それらのクラリティもまた影響を受ける。ヘイズ及びクラリティは、ＡＳＴＭ　Ｄ
　１００３－００にしたがって測定される。いくつかの実施形態では、光拡散層は、１０
％～９５％、又は２０％～７５％の範囲のヘイズ値をハイブリッド構成体にもたらす。粒
子は任意の有用な光散乱材料で形成することができ、任意の有用な粒径及びバインダー内
装填量を有することができる。多くの実施形態において、粒子は約１～２５マイクロメー
トルの範囲の直径、及び１．５～１．６の範囲の屈折率を有する。例示的な光拡散層は、
例示的な印刷光拡散層を説明した米国特許第６，１６３，４０２号（Ｃｈｏｕら）及びＰ
ＣＴ公開番号ＷＯ－２００５／００５１６２号（Ｈａｙａｓｈｉら）に記載されている。
【００３８】
　好適な拡散フィルムの例としては、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから
市販入手可能なフィルムのＦＡＳＡＲＡラインの部材が挙げられる。これらのフィルム及
びガラス板上のフィルムのいくつかの光学特性（透過率、ヘイズ値、及びクラリティ値）
を下表Ａに示す。光学特性は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３のテスト方法にしたがって、「ＨＡ
ＺＥ－ＧＡＲＤ　ＰＬＵＳ」（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ，Ｃｏｌｕｍｂｉａ，ＭＤ）を使
用して測定することができる。表Ａで、「フィルムのみ」とは、ＦＡＳＡＲＡフィルムの
みの測定を行ったことを意味し、その他の測定値はガラス板上のＦＡＳＡＲＡフィルムの
積層体で行われた。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　いくつかの実施形態では、光拡散層バインダーは、ハードコートとして機能することが
できる硬化した高分子材料である。好適な高分子バインダーとしては、アクリレート及び
／又はメタクリレートモノマーの熱及び／又は紫外線重合（すなわち硬化された）生成物
が挙げられる。好適な硬化されたバインダーは、臭素化、アルキル置換フェニルアクリレ
ート又はメタクリレート（例えば、４，６－ジブロモ－２－ｓ－ブチルフェニルアクリレ
ート）、メチルスチレンモノマー、臭素化エポキシジアクリレート、２－フェノキシエチ
ルアクリレート、及び６－官能性芳香族ウレタンアクリレートオリゴマーの熱及び／又は
紫外線重合生成物であり、米国特許第６，３５５，７５４号に記載されている。ほとんど
のタイプのエネルギー重合性のテレケリックモノマー及びオリゴマーは、これらのポリマ
ーバインダーの形成に有用であるが、アクリレートが、その高い反応性により、好ましい
。硬化可能なバインダー組成物は、気泡が組成物内に閉じ込められないように十分に低い
流動粘性のものである必要がある。反応性希釈剤は、単又は二官能性モノマー、例えば、
Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．，Ｅｘｔｏｎ，Ｐａ．から入手可能なＳＲ－３３９、ＳＲ－２
５６、ＳＲ－３７９、ＳＲ－３９５、ＳＲ－４４０、ＳＲ－５０６、ＣＤ－６１１、ＳＲ
－２１２、ＳＲ－２３０、ＳＲ－２３８、及びＳＲ－２４７などとすることができる。典
型的な有用なオリゴマー及びオリゴマーブレンドとしては、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．，
Ｅｘｔｏｎ，Ｐａ．から入手可能な、ＣＮ－１２０、ＣＮ－１０４、ＣＮ－１１５、ＣＮ
－１１６、ＣＮ－１１７、ＣＮ－１１８、ＣＮ－１１９、ＣＮ－９７０Ａ６０、ＣＮ－９
７２、ＣＮ－９７３Ａ８０、ＣＮ－９７５、及びＳｕｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅ
ｓ，Ｓｍｙｒｎａ，Ｇａ．から入手可能な、Ｅｂｅｃｒｙｌ　１６０８、３２００、３２
０１、３３０２、３６０５、３７００、３７０１、６０８、ＲＤＸ－５１０２７、２２０
、９２２０、４８２７、４８４９、６６０２、６７００－２０Ｔが挙げられる。加えて、
多官能性架橋剤は、耐久性のある高架橋密度の複合材料マトリックスを実現するのに役立
つことができる。多官能性モノマーの例としては、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．，Ｅｘｔｏ
ｎ，Ｐａ．から入手可能な、ＳＲ－２９５、ＳＲ－４４４、ＳＲ－３５１、ＳＲ－３９９
、ＳＲ－３５５及びＳＲ－３６８、並びに、Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ，
Ｓｍｙｒｎａ，Ｇａ．から入手可能な、ＰＥＴＡ－Ｋ、ＰＥＴＩＡ及びＴＭＰＴＡ－Ｎが
挙げられる。多官能性モノマーを架橋剤として用いて、重合性組成物を重合させるバイン
ダーポリマーのガラス転移温度を上昇させることができる。光拡散層バインダーは硬質樹
脂又はハードコートを形成することができる。用語「硬質樹脂」又は「ハードコート」の
意味は、結果として生じる硬化ポリマーが、ＡＳＴＭ　Ｄ－８８２－９１手順に従って評
価されたときに、破断点伸びとして５０パーセント未満又は４０パーセント未満又は３０
パーセント未満又は２０パーセント未満又は１０パーセント未満又は５パーセント未満を
示すということである。いくつかの実施形態では、硬質樹脂ポリマーは、ＡＳＴＭ　Ｄ－
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８８２－９１の手順に従って評価したとき、１００ｋｐｓｉ（６．８９×１０８パスカル
）を超える引張弾性率を示すことができる。いくつかの実施形態では、硬質樹脂ポリマー
は、５００ｇ荷重下で５０サイクルをＡＳＴＭ　Ｄ　１０４４－９９にしたがってテーバ
ー磨耗試験機（Taber abrader）で試験されたときに、１０％未満又は５％未満のヘイズ
値を示すことができる（ヘイズは、Ｈａｚｅ－Ｇａｒｄ　Ｐｌｕｓ，ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎ
ｅｒ，Ｍｄ．のヘイズメータによって測定することができる）。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、第１の中間層、又は存在する場合は第２の中間層、の少なく
とも１つが紫外線吸収剤（ＵＶＡ）又はヒンダードアミン光安定化剤（ＨＡＬＳ）のよう
な紫外線遮断剤を含む。
【００４２】
　紫外線吸収剤は紫外線を優先的に吸収し、熱エネルギーとして分散することによって機
能する。好ましいＵＶＡとしては、ベンゾフェノン（ヒドロキシベンゾフェノン、例えば
、Ｃｙａｓｏｒｂ　５３１（Ｃｙｔｅｃ））、ベンゾトリアゾール（ヒドロキシフェニル
ベンゾトリアゾール、例えば、Ｃｙａｓｏｒｂ　５４１１、Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２９（Ｃ
ｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ））、トリアジン（ヒドロキシフェニルトリアジン、例えば、Ｃｙａ
ｓｏｒｂ　１１６４）、オキサニリド（例えば、Ｓａｎｕｖｏｒ　ＶＳＵ（Ｃｌａｒｉａ
ｎｔ））、シアノアクリレート（例えば、Ｕｖｉｎｏｌ　３０３９（ＢＡＳＦ））、又は
ベンゾオキサジノンが挙げられる。適切なベンゾフェノンとしては、ＣＹＡＳＯＲＢ　Ｕ
Ｖ－９（２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ　８１（
またはＣＹＡＳＯＲＢ　ＵＶ　５３１）（２ヒロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノ
ン）が挙げられる。適切なベンゾトリアゾールＵＶＡとしては、ＴＩＮＵＶＩＮ　Ｐ、２
１３、２３４、３２６、３２７、３２８、４０５、及び５７１、並びにＣＹＡＳＯＲＢ　
ＵＶ　５４１１及びＣＹＡＳＯＲＢ　ＵＶ　２３７としてＣｉｂａ（ニューヨーク州Ｔａ
ｒｒｙｔｏｗｎ）から入手可能な化合物が挙げられる。他の適切なＵＶＡとしては、ＣＹ
ＡＳＯＲＢ　ＵＶ　１１６４（２－［４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，
３，５－トリアジン－２－イル］－５－（ｏｘｃｔｙｌｏｘｙ）フェノール（例示的なト
リアジン）及びＣＹＡＳＯＲＢ　３６３８（例示的なベンゾキシアジン）が挙げられる。
【００４３】
　ヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）は、ほとんどのポリマーの光誘導性の劣化に対
して効果的な安定剤である。ＨＡＬＳは一般には紫外線は吸収しないが、ポリマーの劣化
を抑制するように作用する。ＨＡＬＳは典型的には、２，２，６，６－テトラメチル－４
－ピペリジンアミン及び２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジノールのようなテ
トラアルキルピペリジンを含む。他の好適なＨＡＬＳとしては、Ｃｉｂａ（ニューヨーク
州Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ）からＴＩＮＵＶＩＮ　１２３、１４４及び２９２として入手可能
な化合物が挙げられる。
【００４４】
　本明細書に明示的に開示したＵＶＡ及びＨＡＬＳは、これら２つの接着剤カテゴリーの
それぞれに対応する材料の例として意図されている。本発明の発明者らは、本明細書に開
示されていないが紫外線吸収剤又はヒンダードアミン光安定剤としてのそれらの特性が当
業者には周知である他の材料が本開示の中間層への添加剤として使用され得るものと考え
ている。
【００４５】
　本開示の他の実施形態は添付の図に示されている。
【００４６】
　別の実施形態では、中間層の縁の１つから微細構造化フィルムの対応する縁までの距離
は８分の３インチ（０．９５ｃｍ）である。別の実施形態では、中間層の縁の１つから微
細構造化フィルムの対応する縁までの距離は０．５インチ（１．３ｃｍ）である。別の実
施形態では、中間層の縁の１つから微細構造化フィルムの対応する縁までの距離は０．５
インチ（１．３ｃｍ）を超えている。他の実施形態では、中間層の縁の１つから微細構造
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化フィルムの対応する縁までの距離は、微細構造化フィルムの全ての辺に関して同じでな
い。
【００４７】
　別の実施形態では、中間層は日光方向転換フィルム（ＤＲＦ）を囲んでいる面積の、２
つのグレージング基材を結合している面積上に存在するが、実質的にＤＲＦ自体には存在
しない。この文脈においてＤＲＦに「実質的に存在しない」とは、中間層がＤＲＦの面積
の１０％以下の面積とのみ接触していることを意味する。しかしながら、他の実施形態で
は中間層はＤＲＦの面積の２０％以下、３０％以下、４０％以下、５０％以下、６０％以
下、７０％以下、８０％以下、９０％以下、又は９５％以下と接触することができる。
【００４８】
　他の実施形態では、本開示の光方向転換構成体は２つのグレージング基材と、それらの
２つのグレージング基材の間の日光方向転換フィルムとを備えているが、２つ（又はそれ
以上）のグレージング基材を互いに結合する中間層は備えていない。むしろ、この実施形
態では、２つ（又はそれ以上）のグレージング基材とそれらの間のＤＲＦとを共に保持す
る締め付け式装置を使用して構造物全体が共に保持される。
【００４９】
　特に断りがない限り、本明細書及び「特許請求の範囲」で使用される特徴の大きさ、量
、及び物理的特性を表わす、詳細な説明及び「特許請求の範囲」の全ての数字は、いずれ
の場合においても「約」なる語によって修飾されているものとして理解されるべきである
。それ故、そうでないことが示されない限り、前述の明細書及び添付の特許請求の範囲で
示される数値パラメータは、本明細書で開示される教示内容を用いて当業者が得ようとす
る所望の特性に応じて変更することができる近似値である。少なくとも、また特許請求の
範囲に対する均等物の理論の適用を制限する試みとしてではなく、各数値パラメータは、
少なくとも、報告された有効数字の数を考慮し、通常の四捨五入を適用することによって
解釈されなければならない。本発明の広範囲で記載される数値範囲及びパラメータは、近
似値であるが、具体的な実施例に記載される数値は、可能な限り正確に報告する。しかし
ながら、任意の数値は、それぞれの試験測定値にみられる標準偏差から必然的に生じる一
定の誤差を本質的に含む。
【００５０】
　端点による数値範囲の記載にはその範囲内に包括されるすべての数値（例えば、１～５
の範囲は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４及び５を含む）、及びその範囲
内の任意の範囲が含まれる。
【００５１】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において用いられているとき、「ａ」、「ａｎ」、
及び「ｔｈｅ」などの単数形は、その内容によって別段の明確な指示がなされていない限
りは、複数の指示対象を有する実施形態を包含する。本明細書及び添付の「特許請求の範
囲」で使用されるとき、用語「又は」は、その内容によって別段の明確な指示がなされて
いない限りは、一般に「及び／又は」を含む意味で用いられる。
【実施例】
【００５２】
　これらの実施例は単に例示のためのものに過ぎず、添付の請求項の範囲を限定すること
を意図するものではない。特に記載のない限り、明細書の実施例及び他の部分のすべての
部、百分率、比率等はすべて、重量による。使用される溶媒及びその他の試薬は、特に記
載のない限り、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ウィ
スコンシン州Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ）より入手した。
【００５３】
　Ｄａｙｌｉｇｈｔ　Ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｎｇ　Ｆｉｌｍ（日光方向転換フィルム）は、
３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ミネソタ州Ｓｔ．Ｐａｕｌ）のストック番号７０－００６６－８
５５３－４（幅２６インチ（６６ｃｍ））又は７０－００６６－８５５２－６（幅５２イ
ンチ（１３２ｃｍ））の製品である。
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【００５４】
　ポリビニルブチレートはＫｕｒａｒａｙ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．（テキサス州Ｈｏ
ｕｓｔｏｎ）からＴｒｏｓｉｆｏｌ　ＢＧ　Ｒ２０として入手可能である。
【００５５】
　積層型光方向転換構成体は、次のように調製した。
【００５６】
　（実施例１）
　厚さ８分の１インチ（０．３２ｃｍ）の８インチ×８インチ（２０ｃｍ×２０ｃｍ）の
アニールフロートガラス片に１５ミル（０．３８ｍｍ）のクリアなＰＶＢフィルムを積層
した。６インチ×６インチ（１５ｃｍ×１５ｃｍ）の大きさに切断した日光方向転換フィ
ルムを、滑らかなＰＥＴ表面とともに、そのＰＶＢフィルムの上に配置した。第２のフロ
ートガラス片をその微細構造化フィルムの構造化された面の上に配置した。積層体を１７
０ｐｓｉ（１．２ＭＰａ）で３０分間、結合サイクルが完了するまでオートクレーブに配
置した。ＰＶＢが２つのガラス表面と接触している周辺に沿った区域に、十分な強さの結
合が形成された。構造化表面へのＰＶＢの侵出は認められなかった。積層体を１７０ｐｓ
ｉ（１．２ＭＰａ）の圧力に３０分間曝したにもかかわらず、その微細構造化フィルムに
損傷はなく、フィルムの光方向転換性は変化なく維持された（図１）。本実施例で使用し
た日光方向転換フィルムの微細構造化表面は複数のプリズム構造を備えていた。
【００５７】
　（実施例２）
　クリアなＰＶＢの代わりに拡散性ＰＶＢを用いたことを除き実施例１と同様に積層型光
方向転換構成体を調製し、プロセスを繰り返した。光方向転換性に影響はなかった。
【００５８】
　（実施例３）
　ＰＶＢの代わりにＥＶＡ積層フィルムを用いたことを除き実施例１と同様に積層型光方
向転換構成体を調製した。日光方向転換フィルムへの約５ｍｍのＥＶＡの侵入が認められ
たが、フィルムの残りの部分の光方向転換性への影響はなかった。
【００５９】
　（実施例４）
　拡散性ガラスの代わりに第２のクリアなガラス基材を用い、拡散表面を構造化表面の反
対側に向けたことを除き、実施例１と同様に積層型光方向転換構成体を調製した。
【００６０】
　（実施例５）
　図２のように、８分の１インチ（０．３２ｃｍ）の厚さの６インチ×６インチ（１５ｃ
ｍ×１５ｃｍ）のアニールフロートガラスを用いて積層体を調製した。０．０３０インチ
（０．７６ｍｍ）のＰＶＢのフィルムをガラスと同じ面積に切断し、１つ目のガラスシー
トに貼付した。この日光方向転換フィルムを５．５インチ×５．５インチ（１４．０ｃｍ
×１４．０ｃｍ）又は５．２５インチ×５．２５インチ（１３．３ｃｍ×１３．３ｃｍ）
のいずれかの寸法に切断した。次いで、ＤＲＦフィルムの非構造化面のみにＰＶＢが接触
し、組み立てられた積層体の周辺に日光方向転換フィルムがなく、ＰＶＢのみの４分の１
インチ（０．６４ｃｍ）又は８分の３インチ（０．９５ｃｍ）のいずれかのボーダーが存
在するように、ＤＲＦフィルムをＰＶＢフィルムの上に載置した。次いで、２つ目のガラ
スシートを貼付した。真空によってこれらの積層体から空気を除去し、次いで、２８５°
Ｆ（１４１℃）の温度、１７０ｐｓｉ（１．２ＭＰａ）の圧力でオートクレーブに３０分
間積層体を入れた。
【００６１】
　オートクレーブから積層体を取り出した後、ＡＮＳＩ　Ｚ２６．１及びＩＳＯ　ＥＮ１
２５４３－４の両方と一致する要件で、沸騰水中に２時間浸漬した。この曝露後、積層体
サンプルの積層ガラスの周辺に水分の浸入は認められなかった。
【００６２】
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　（実施例６）
　厚さ４分の１インチ（０．６４ｃｍ）のアニールフロートガラスを用いて、実施例５の
方法に従って１２インチ×１８インチ（３０ｃｍ×４６ｃｍ）の積層型構成体を２枚調製
した。１つ目のガラスシートの全面に０．０３０インチ（０．０７６ｃｍ）のＰＶＢフィ
ルムを貼付し、次いで、１層の日光方向転換フィルムをその非構造化面がＰＶＢ層に隣接
するように貼付した。日光再転換フィルムは、ＰＶＢの４分の１インチ（０．６４ｃｍ）
のボーダーが周辺に露出されて残るような大きさにした。２つ目のガラスシートを上に載
置して、積層構成体を形成した。このプロセスを繰り返して第２の積層構成体を形成した
。これらの積層構成体を真空で脱気し、次いで、２８０°Ｆ（１３８℃）の温度で１時間
、真空下で加熱した。最初の視認検査で、認知可能な欠陥はサンプルに認められなかった
。次いで、制御された屋内条件でこれらの積層体を９ヶ月間保管した。積層ガラスパネル
を再検査したところ、周辺区域でＰＶＢがガラスから剥離した部分があったが、全体的な
剥離はなかった。これらの剥離した区域のいずれも、ＤＲＦを配置した部分には及んでい
なかった。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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